
「赤羽根観光情報サービスセンター」の 
指定管理者候補者の選定について 

 
1. 施設の名称及び所在地 

  名 称 赤羽根観光情報サービスセンター 
  所在地 田原市赤羽根町⼤⻄３２番地４ 
 
2. 指定管理者候補者 

団体名 株式会社田原観光情報サービスセンター 
代表者 鈴木 喜玄 
所在地 田原市東赤石５丁目７４番地 
 

3. 任意指定の理由 

別紙のとおり 
 

4. 審査結果 

本施設についての応募者は１者でした。田原市指定管理者選定審査会において審査の
結果、評価項目に対する評価点の総合計を採点合計とし、採点合計が満点の半分以上
の得点を得、かつ委員が不適当とした項目が１つもなかったため、当該応募者が指定
管理者の候補者として適当であると判断しました。 

 [審査結果] 

評 価 項 目 配 点 評価点 不適当評価 

基本的な考え方の評価 ９０点 ７３点 無 

事業計画の評価 ３００点 ２２７点 無 

施設経営に関する事項の評価 ９０点 ８２点 無 

事業実績及び能力の評価 ９０点 ７８点 無 

その他 ３０点 ２４点 無 

合 計 ６００点 ４８４点 無 

 

 本施設の「道の駅」としての機能を理解し、田原市の魅力を発信するような運営管
理の提案がされている。 

 市⺠への「道の駅」としての利便性提供とあわせて、この地域ならでは特徴を活か
した田原市の魅力発信についての取り組み、市内外の「道の駅」と連携した利便性
向上の取り組みについて示されている。 

 施設経営については、現在の指定管理者として実績のある管理運営費に基づき算出
されている。 

 平成２１年から本施設の指定管理者となっており、その管理運営実績から能力は十
分である。 



5. 選定委員 

区 分 氏   名 備考 
会 ⻑ 鈴木 正直 田原市副市⻑ 
副会⻑ 鈴 木  亨 田原市総務部⻑ 
委 員 河邉 俊和 田原市企画部⻑ 
委 員 鈴木 隆広 田原市商工観光部⻑ 
委 員 竹 田  聡 愛知⼤学教授地域政策学部教授 
委 員 立岩 祐幸 立岩公認会計士事務所所⻑ 

 
                                    

6. 指定期間 

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日（５年間） 
  ※令和６年３月市議会での審議、議決を経て指定管理者に指定されます。 
 
7. 選定の経緯 

申請書類の提出    令和５年１０月 ６日 
指定管理者選定審査会 令和５年１２月１８日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（別紙） 



任意指定理由書  

 

今回の任意指定事業者である株式会社田原観光情報サービスセンターは、田原市

商工会、農業協同組合、漁業協同組合等が主体となって設立された事業者であり、

市は当道の駅開設当初より当該事業者を指定管理者として指定してきました。 

 当該事業者は、道の駅あかばねロコステーションのみならず道の駅田原めっくん

はうす、道の駅伊良湖クリスタルポルトの管理も行っているほか、これまで数々の

イベント開催、地域ブランド品の開発・拡⼤、地場産品の販売促進等、様々な取組

により集客力向上に努めてきた結果、利用者数及び売上の増加をもたらすなど、施設本

来の目的である産業の振興及び観光サ−ビスの向上が行われてきました。その管理運営実

績は、観光振興の観点からも高く評価できるものです。 

 以上のことから、今後も豊富な経験を活かした事業展開を通じて、地域ならでは

の賑わい創出と交流人口の増加に向けて、地域特性を最⼤限に引き出すとともに、

堅実な管理運営を期待できると判断し、引き続き指定管理を行わせることが適当である

と考えられるため、同事業者を任意指定するものです。 

 

 
 


